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１．はじめに

 2021年4月21日に実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準
に関する規則の解釈が一部改正され、震源を特定せず策定する地震動のうち全国共
通に考慮すべき地震動として、標準応答スペクトルに基づく地震動の評価が新たに
規制に取り入れられた。

 このため、東海第二発電所について標準応答スペクトルに基づき地震動を評価した
結果、一部の周期帯において許可済の基準地震動Ｓｓを超過することが確認された
ことから、標準応答スペクトルに基づき策定した地震動を基準地震動Ｓｓに追加す
ることとし、2021年6月25日に東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請を
行った。
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【基準地震動Ｓｓの応答スペクトル】
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Ｓｓ－Ｄ１ 応答スペクトル手法による基準地震動

Ｓｓ－１１ F１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点1）

Ｓｓ－１２ F１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点2）

Ｓｓ－１３ F１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点3）

Ｓｓ－１４ F１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震（断層傾斜角の不確かさ，破壊開始点2）

Ｓｓ－２１ 2011年東北地方太平洋沖型地震（短周期レベルの不確かさ）

Ｓｓ－２２ 2011年東北地方太平洋沖型地震（ＳＭＧＡ位置と短周期レベルの不確かさの重畳）

Ｓｓ－３１ 2004年北海道留萌支庁南部地震の検討結果に保守性を考慮した地震動

Ｓｓ－３２ 標準応答スペクトルに基づき策定した地震動

２．標準応答スペクトルに基づく地震動の評価結果



5【基準地震動Ｓｓの時刻歴波形（1／2）】

２．標準応答スペクトルに基づく地震動の評価結果

ＮＳ方向 ＥＷ方向 ＵＤ方向

◆Ｓｓ－１１ F１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点1）

◆Ｓｓ－１２ F１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点2）

◆Ｓｓ－１３ F１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点3）

◆Ｓｓ－１４ F１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震（断層傾斜角の不確かさ，破壊開始点2）
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◆Ｓｓ－Ｄ１ 応答スペクトル手法による基準地震動
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【基準地震動Ｓｓの時刻歴波形（2／2）】

２．標準応答スペクトルに基づく地震動の評価結果
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◆Ｓｓ－２１ 2011年東北地方太平洋沖型地震（短周期レベルの不確かさ）

◆Ｓｓ－２２ 2011年東北地方太平洋沖型地震（ＳＭＧＡ位置と短周期レベルの不確かさの重畳）

◆Ｓｓ－３１ 2004年北海道留萌支庁南部地震の検討結果に保守性を考慮した地震動

水平方向 鉛直方向

◆Ｓｓ－３２ 標準応答スペクトルに基づき策定した地震動
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基準地震動
大加速度（cm/s2）

ＮＳ方向 ＥＷ方向 ＵＤ方向

Ｓｓ-Ｄ１ 応答スペクトル手法による基準地震動 870 560

Ｓｓ-１１
F１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震
（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点1）

717 619 579

Ｓｓ-１２
F１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震
（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点2）

871 626 602

Ｓｓ-１３
F１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震
（短周期レベルの不確かさ，破壊開始点3）

903 617 599

Ｓｓ-１４
F１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震
（断層傾斜角の不確かさ，破壊開始点2）

586 482 451

Ｓｓ-２１
2011年東北地方太平洋沖型地震
（短周期レベルの不確かさ）

901 887 620

Ｓｓ-２２
2011年東北地方太平洋沖型地震
（ＳＭＧＡ位置と短周期レベルの不確かさの重畳）

1009 874 736

Ｓｓ-３１ 2004年北海道留萌支庁南部地震の検討結果に保守性を考慮した地震動 610 280

Ｓｓ-３２ 標準応答スペクトルに基づき策定した地震動 828 499

【基準地震動Ｓｓの 大加速度の比較】

２．標準応答スペクトルに基づく地震動の評価結果
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３．申請概要

 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解
釈の一部改正に伴い、震源を特定せず策定する地震動のうち全国共通に考慮すべき
地震動として、標準応答スペクトルに基づき策定した地震動を基準地震動Ｓｓに追
加し、関連する記載の一部を変更する。

本文／添付書類 変更の概要

本文五号 •標準応答スペクトルに基づき策定した地震動を基準地震動Ｓｓ－３２
として基準地震動Ｓｓに追加及び記載の適正化

添付書類六 •標準応答スペクトルに基づき策定した地震動を基準地震動Ｓｓ－３２
として基準地震動Ｓｓに追加及び記載の適正化
•基準地震動Ｓｓ－３２に対する基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価結
果を追加及び記載の適正化

添付書類八 •基準地震動Ｓｓ－３２の追加に伴う弾性設計用地震動Ｓｄ－３２の追
加及び記載の適正化
•基準地震動Ｓｓ－３２及び弾性設計用地震動Ｓｄ－３２の追加に伴い、
地震動を用いた評価要求のある条文に対して、適合のための設計方針
を記載

添付書類十 •標準応答スペクトルに基づき策定した地震動を基準地震動Ｓｓ－３２
として基準地震動Ｓｓに追加及び記載の適正化
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要求項目 要求事項 設計方針（概要）
設計方針の
変更の有無※

第三条 設計基準対象施設の地盤

地盤の支持 １ 設計基準対象施設は、次条第二
項の規定により算定する地震力
（設計基準対象施設のうち、地震
の発生によって生ずるおそれがあ
るその安全機能の喪失に起因する
放射線による公衆への影響の程度
が特に大きいもの（以下「耐震重
要施設」という。）及び兼用キャ
スクにあっては、同条第三項に規
定する基準地震動による地震力を
含む。）が作用した場合において
も当該設計基準対象施設を十分に
支持することができる地盤に設け
なければならない。ただし、兼用
キャスクにあっては、地盤により
十分に支持されなくてもその安全
機能が損なわれない方法により設
けることができるときは、この限
りでない。

第１項について
耐震重要施設については，基準地震動ＳＳによる地

震力が作用した場合においても，接地圧に対する十
分な支持力を有する地盤に設置する。
また，上記に加え，基準地震動ＳＳによる地震力が

作用することによって弱面上のずれが発生しないこ
とを含め，基準地震動ＳＳによる地震力に対する支持
性能を有する地盤に設置する。
耐震重要施設以外の設計基準対象施設については，

耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力
が作用した場合においても，接地圧に対する十分な
支持力を有する地盤に設置する。

なし

 設置許可基準規則（解釈含む）への適合のための設計方針を以下に示す。

４．設置許可基準規則の要求事項と適合のための設計方針

※：許可済の「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に対する適合のための安全設計の方針に対する変更の有無を示す。
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要求項目 要求事項 設計方針（概要）
設計方針の
変更の有無※

第三条 設計基準対象施設の地盤

地盤の支持 ２ 耐震重要施設及び兼用キャスク
は、変形した場合においてもその
安全機能が損なわれるおそれがな
い地盤に設けなければならない。

３ 耐震重要施設及び兼用キャスク
は、変位が生ずるおそれがない地
盤に設けなければならない。ただ
し、兼用キャスクにあっては、地
盤に変位が生じてもその安全機能
が損なわれない方法により設ける
ことができるときは、この限りで
ない。

第２項について
耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によっ

て生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に
伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化や揺すり込
み沈下等の周辺地盤の変状により，その安全機能が
損なわれるおそれがない地盤に設置する。

第３項について
耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層

等の露頭がない地盤に設置する。

なし

なし

４．設置許可基準規則の要求事項と適合のための設計方針

※：許可済の「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に対する適合のための安全設計の方針に対する変更の有無を示す。
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要求項目 要求事項 設計方針（概要）
設計方針の
変更の有無※

第四条 地震による損傷の防止

耐震性 １ 設計基準対象施設は、地震力に
十分に耐えることができるもので
なければならない。

２ 前項の地震力は、地震の発生に
よって生ずるおそれがある設計基
準対象施設の安全機能の喪失に起
因する放射線による公衆への影響
の程度に応じて算定しなければな
らない。

３ 耐震重要施設は、その供用中に
当該耐震重要施設に大きな影響を
及ぼすおそれがある地震による加
速度によって作用する地震力（以
下「基準地震動による地震力」と
いう。）に対して安全機能が損な
われるおそれがないものでなけれ
ばならない。

第１項について
設計基準対象施設は，耐震重要度分類をＳクラス，

Ｂクラス又はＣクラスに分類し，それぞれに応じて
設定した地震力に対しておおむね弾性範囲の設計を
行う。

第２項について
設計基準対象施設は，地震により発生するおそれ

がある安全機能の喪失（地震に伴って発生するおそ
れがある津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能
の喪失を含む。）及びそれに続く放射線による公衆
への影響を防止する観点から，各施設の安全機能が
喪失した場合の影響の相対的な程度に応じて，耐震
重要度分類をＳクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分
類し，それぞれに応じた地震力を算定する。

第３項について
耐震重要施設（津波防護施設，浸水防止設備及び

津波監視設備を除く。）については，基準地震動ＳＳ

による地震力に対して，安全機能が損なわれるおそ
れがないように設計する。
また，屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水

防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設
置された建物・構築物については，基準地震動ＳＳに
よる地震力に対して，それぞれの施設及び設備に要
求される機能が保持できるように設計する。

なし

なし

なし

４．設置許可基準規則の要求事項と適合のための設計方針

※：許可済の「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に対する適合のための安全設計の方針に対する変更の有無を示す。
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要求項目 要求事項 設計方針（概要）
設計方針の
変更の有無※

第四条 地震による損傷の防止

耐震性 ４ 耐震重要施設は、前項の地震の
発生によって生ずるおそれがある
斜面の崩壊に対して安全機能が損
なわれるおそれがないものでなけ
ればならない。

５ 炉心内の燃料被覆材は、基準地
震動による地震力に対して放射性
物質の閉じ込めの機能が損なわれ
るおそれがないものでなければな
らない。

第４項について
耐震重要施設については，基準地震動ＳＳによる地

震力によって生じるおそれがある周辺の斜面の崩壊
に対して，その安全機能が損なわれるおそれがない
場所に設置する。

第５項について
通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じ

るそれぞれの荷重と基準地震動ＳＳによる地震力を組
み合わせた荷重条件により塑性ひずみが生じる場合
であっても，その量が小さなレベルにとどまって破
断延性限界に十分な余裕を有し，放射性物質の閉じ
込めの機能に影響を及ぼさない設計とする。

なし

なし

４．設置許可基準規則の要求事項と適合のための設計方針

※：許可済の「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に対する適合のための安全設計の方針に対する変更の有無を示す。
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要求項目 要求事項 設計方針（概要）
設計方針の
変更の有無※

第八条 火災による損傷の防止

火災防護 １ 設計基準対象施設は、火災によ
り発電用原子炉施設の安全性が損
なわれないよう、火災の発生を防
止することができ、かつ、早期に
火災発生を感知する設備（以下
「火災感知設備」という。）及び
消火を行う設備（以下「消火設
備」といい、安全施設に属するも
のに限る。）並びに火災の影響を
軽減する機能を有するものでなけ
ればならない。

第１項について
設計基準対象施設は，火災により発電用原子炉施

設の安全性を損なわないよう，火災発生防止，火災
感知及び消火並びに火災の影響軽減の措置を講じる
ものとする。

(1) 火災発生防止
地震により火災が発生する可能性を低減するため，

安全上の重要度に応じた耐震設計を行う。
(2) 火災感知及び消火

火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設
備は，安全機能を有する構築物，系統及び機器の耐
震クラスに応じて，地震発生時に機能を維持できる
設計とする。

なし

第九条 溢水による損傷の防止等

溢水防護 １ 安全施設は、発電用原子炉施設
内における溢水が発生した場合に
おいても安全機能を損なわないも
のでなければならない。

２ 設計基準対象施設は、発電用原
子炉施設内の放射性物質を含む液
体を内包する容器、配管その他の
設備から放射性物質を含む液体が
あふれ出た場合において、当該液
体が管理区域外へ漏えいしないも
のでなければならない。

第１項について
安全施設は，発電用原子炉施設内における溢水が

発生した場合においても，安全機能を損なわない設
計とする。
なお，発電用原子炉施設内における溢水として，

発電用原子炉施設内に設置された機器及び配管の破
損（地震起因を含む。），消火系統等の作動又は使
用済燃料プールのスロッシングにより発生した溢水
を考慮する。

第２項について
設計基準対象施設は，発電用原子炉施設内の放射

性物質を含む液体を内包する容器，配管その他の設
備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合にお
いて，当該液体が管理区域外へ漏えいしない設計と
する。

なし

なし

４．設置許可基準規則の要求事項と適合のための設計方針

※：許可済の「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に対する適合のための安全設計の方針に対する変更の有無を示す。
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要求項目 要求事項 設計方針（概要）
設計方針の
変更の有無※

第三十八条 重大事故等対処施設の地盤

地盤の支持 １ 重大事故等対処施設は、次に掲
げる施設の区分に応じ、それぞれ
次に定める地盤に設けなければな
らない。
一 重大事故防止設備のうち常設
のもの（以下「常設重大事故防
止設備」という。）であって、
耐震重要施設に属する設計基準
事故対処設備が有する機能を代
替するもの（以下「常設耐震重
要重大事故防止設備」とい
う。）が設置される重大事故等
対処施設（特定重大事故等対処
施設を除く。） 基準地震動に
よる地震力が作用した場合にお
いても当該重大事故等対処施設
を十分に支持することができる
地盤

二 常設耐震重要重大事故防止設
備以外の常設重大事故防止設備
が設置される重大事故等対処施
設（特定重大事故等対処施設を
除く。） 第四条第二項の規定
により算定する地震力が作用し
た場合においても当該重大事故
等対処施設を十分に支持するこ
とができる地盤

第１項第１号について
常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除
く。）は，基準地震動ＳＳによる地震力が作用した場
合においても，接地圧に対する十分な支持力を有す
る地盤に設置する。

また，上記に加え，基準地震動ＳＳによる地震力
が作用することによって弱面上のずれが発生しない
ことを含め，基準地震動ＳＳによる地震力に対する支
持性能を有する地盤に設置する。

第１項第２号について
常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事

故防止設備が設置される施設（特定重大事故等対処
施設を除く。）は，代替する機能を有する設計基準
事故対処設備が属する耐震重要度分類の各クラスに
応じて算定する地震力が作用した場合においても，
接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置す
る。

なし

なし

４．設置許可基準規則の要求事項と適合のための設計方針

※：許可済の「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に対する適合のための安全設計の方針に対する変更の有無を示す。
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要求項目 要求事項 設計方針（概要）
設計方針の
変更の有無※

第三十八条 重大事故等対処施設の地盤

地盤の支持 三 重大事故緩和設備のうち常設
のもの（以下「常設重大事故緩
和設備」という。）が設置され
る重大事故等対処施設（特定重
大事故等対処施設を除く。）
基準地震動による地震力が作用
した場合においても当該重大事
故等対処施設を十分に支持する
ことができる地盤

四 特定重大事故等対処施設 第
四条第二項の規定により算定す
る地震力が作用した場合及び基
準地震動による地震力が作用し
た場合においても当該特定重大
事故等対処施設を十分に支持す
ることができる地盤

２ 重大事故等対処施設（前項第二
号の重大事故等対処施設を除く。
次項及び次条第二項において同
じ。）は、変形した場合において
も重大事故等に対処するために必
要な機能が損なわれるおそれがな
い地盤に設けなければならない。

３ 重大事故等対処施設は、変位が
生ずるおそれがない地盤に設けな
ければならない。

第１項第３号について
常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）は，基
準地震動ＳＳによる地震力が作用した場合においても，
接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置す
る。
また，上記に加え，基準地震動ＳＳによる地震力が

作用することによって弱面上のずれが発生しないこ
とを含め，基準地震動ＳＳによる地震力に対する支持
性能を有する地盤に設置する。

第１項第４号について
特定重大事故等対処施設については，今回の変更

申請対象外とする。
第２項について

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故
緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重
大事故等対処施設を除く。）は，地震発生に伴う地
殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並び
に地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状
化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状により，
重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれ
るおそれがない地盤に設置する。

第３項について
常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故

緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重
大事故等対処施設を除く。）は，将来活動する可能
性のある断層等の露頭がない地盤に設置する。

なし

なし

なし

なし

４．設置許可基準規則の要求事項と適合のための設計方針

※：許可済の「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に対する適合のための安全設計の方針に対する変更の有無を示す。
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要求項目 要求事項 設計方針（概要）
設計方針の
変更の有無※

第三十九条 地震による損傷の防止

耐震性 １ 重大事故等対処施設は、次に掲
げる施設の区分に応じ、それぞれ
次に定める要件を満たすものでな
ければならない。
一 常設耐震重要重大事故防止設
備が設置される重大事故等対処
施設（特定重大事故等対処施設
を除く。） 基準地震動による
地震力に対して重大事故に至る
おそれがある事故に対処するた
めに必要な機能が損なわれるお
それがないものであること。

二 常設耐震重要重大事故防止設
備以外の常設重大事故防止設備
が設置される重大事故等対処施
設（特定重大事故等対処施設を
除く。） 第四条第二項の規定
により算定する地震力に十分に
耐えることができるものである
こと。

三 常設重大事故緩和設備が設置
される重大事故等対処施設（特
定重大事故等対処施設を除
く。） 基準地震動による地震
力に対して重大事故に対処する
ために必要な機能が損なわれる
おそれがないものであること。

第１項について
常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設は，基準地震動ＳＳによる地震力に対
して，重大事故に至るおそれがある事故に対処する
ために必要な機能が損なわれるおそれがないように
設計する。

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事
故防止設備が設置される重大事故等対処施設は，代
替する機能を有する設計基準事故対処設備の耐震重
要度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐え
ることができるように設計する。

常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対
処施設は，基準地震動ＳＳによる地震力に対して，重
大事故に対処するために必要な機能が損なわれるお
それがないように設計する。

なし

４．設置許可基準規則の要求事項と適合のための設計方針

※：許可済の「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に対する適合のための安全設計の方針に対する変更の有無を示す。
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要求項目 要求事項 設計方針（概要）
設計方針の
変更の有無※

第三十九条 地震による損傷の防止

耐震性 四 特定重大事故等対処施設 第
四条第二項の規定により算定す
る地震力に十分に耐えることが
でき、かつ、基準地震動による
地震力に対して重大事故等に対
処するために必要な機能が損な
われるおそれがないものである
こと。

２ 重大事故等対処施設は、第四条
第三項の地震の発生によって生ず
るおそれがある斜面の崩壊に対し
て重大事故等に対処するために必
要な機能が損なわれるおそれがな
いものでなければならない。

第２項について
常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故

緩和設備が設置される重大事故等対処施設について
は，基準地震動ＳＳによる地震力によって生じるおそ
れがある周辺斜面の崩壊に対して，重大事故等に対
処するために必要な機能が損なわれるおそれがない
場所に設置する。

なし

４．設置許可基準規則の要求事項と適合のための設計方針

※：許可済の「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に対する適合のための安全設計の方針に対する変更の有無を示す。
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要求項目 要求事項 設計方針（概要）
設計方針の
変更の有無※

第四十一条 火災による損傷の防止

火災防護 重大事故等対処施設は、火災によ
り重大事故等に対処するために必要
な機能を損なうおそれがないよう、
火災の発生を防止することができ、
かつ、火災感知設備及び消火設備を
有するものでなければならない。

重大事故等対処施設は火災により重大事故等に対処
するために必要な機能を損なうおそれがないよう，火
災発生防止，火災感知及び消火の措置を講じるものと
する。
(1) 火災の発生防止

地震により火災が発生する可能性を低減するため，
重大事故等対処施設の区分に応じた耐震設計を行う。

(2) 火災感知及び消火
火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設

備は，重大事故等対処施設の区分に応じて，地震発
生時に機能を維持できる設計とする。

なし

４．設置許可基準規則の要求事項と適合のための設計方針

※：許可済の「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に対する適合のための安全設計の方針に対する変更の有無を示す。
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要求項目 要求事項 設計方針（概要）
設計方針の
変更の有無※

第四十三条 重大事故等対処設備

重大事故等
対処設備

１ 重大事故等対処設備は、次に掲
げるものでなければならない。
五 工場等内の他の設備に対して
悪影響を及ぼさないものである
こと。

３ 可搬型重大事故等対処設備に関
しては、第一項に定めるもののほ
か、次に掲げるものでなければな
らない。
三 常設設備と接続するものあっ
ては、共通要因によって接続す
ることができなくなることを防
止するため、可搬型重大事故等
対処設備（原子炉建屋の外から
水又は電力を供給するものに限
る。）の接続口をそれぞれ互い
に異なる複数の場所に設けるも
のであること。

第１項第５号について
重大事故等対処設備は発電用原子炉施設（隣接す

る発電所を含む。）内の他の設備（設計基準対象施
設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対
処設備）に対して地震による悪影響を及ぼさない設
計とする。

第３項第３号について
原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型

重大事故等対処設備と常設設備との接続口は，共通
要因によって接続することができなくなることを防
止するため，それぞれ互いに異なる複数の場所に設
置する設計とする。
地震に対して接続口は，「1.9 発電用原子炉設置

変更許可申請に係る安全設計の方針」に基づく地盤
上の建屋等内又は建屋等壁面に複数箇所設置する。
また，接続口は，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐
震設計」に基づく設計とする。

なし

なし

４．設置許可基準規則の要求事項と適合のための設計方針

※：許可済の「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に対する適合のための安全設計の方針に対する変更の有無を示す。
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要求項目 要求事項 設計方針（概要）
設計方針の
変更の有無※

第四十三条 重大事故等対処設備

重大事故等
対処設備

五 地震、津波その他の自然現象
又は故意による大型航空機の衝
突その他のテロリズムによる影
響、設計基準事故対処設備及び
重大事故等対処設備の配置その
他の条件を考慮した上で常設重
大事故等対処設備と異なる保管
場所に保管すること。

第３項第５号について
可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設

備等又は常設重大事故防止設備と共通要因によって
同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，共
通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，
位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とす
る。
また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波

（敷地に遡上する津波を含む。），その他の自然現
象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ
ズム，設計基準事故対処設備等及び重大事故等対処
設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事
故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とす
る。
地震に対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備

は，「1.9 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安
全設計の方針」に基づく地盤上に設置する建屋内に
保管する。屋外の可搬型重大事故等対処設備は，転
倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の
処置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面
のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，
傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設
構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しな
い位置に保管する設計とする。また，可搬型重大事
故等対処設備は，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐
震設計」に基づく設計とする。

なし

４．設置許可基準規則の要求事項と適合のための設計方針

※：許可済の「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に対する適合のための安全設計の方針に対する変更の有無を示す。
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要求項目 要求事項 設計方針（概要）
設計方針の
変更の有無※

第四十三条 重大事故等対処設備

重大事故等
対処設備

六 想定される重大事故等が発生
した場合において、可搬型重大
事故等対処設備を運搬し、又は
他の設備の被害状況を把握する
ため、工場等内の道路及び通路
が確保できるよう、適切な措置
を講じたものであること。

第３項第６号について
屋外アクセスルートに対する地震による影響（周

辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のす
べり），その他自然現象による影響（風（台風）及
び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の影響）を想
定し，複数のアクセスルートの中から状況を確認し，
早期に復旧可能なアクセスルートを確保するため，
障害物を除去可能なホイールローダを1セット2台使
用する。
屋外アクセスルートは，地震の影響による周辺斜

面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に
到達することを想定した上で，ホイールローダによ
る崩壊箇所の復旧又は迂回路の通行を行うことで，
通行性を確保できる設計とする。また，不等沈下等
に伴う段差の発生が想定される箇所においては，段
差緩和対策等を行う設計とする。

なし

４．設置許可基準規則の要求事項と適合のための設計方針

※：許可済の「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に対する適合のための安全設計の方針に対する変更の有無を示す。
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要求項目 要求事項 設計方針（概要）
設計方針の
変更の有無※

第六十一条 緊急時対策所

緊急時対策所 １ 第三十四条の規定により設置さ
れる緊急時対策所は、重大事故等
が発生した場合においても当該重
大事故等に対処するための適切な
措置が講じられるよう、次に掲げ
るものでなければならない。
一 重大事故等に対処するために
必要な指示を行う要員がとどま
ることができるよう、適切な措
置を講じたものであること。

二 重大事故等に対処するために
必要な指示ができるよう、重大
事故等に対処するために必要な
情報を把握できる設備を設けた
ものであること。

三 発電用原子炉施設の内外の通
信連絡をする必要のある場所と
通信連絡を行うために必要な設
備を設けたものであること。

２ 緊急時対策所は、重大事故等に
対処するために必要な数の要員を
収容することができるものでなけ
ればならない。

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合におい
ても，当該事故等に対処するための適切な措置が講じ
ることができるよう，その機能に係る設備を含め，基
準地震動ＳＳによる地震力に対し，機能を損なわない設
計とする。

なし

４．設置許可基準規則の要求事項と適合のための設計方針

※：許可済の「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に対する適合のための安全設計の方針に対する変更の有無を示す。


